
広報白河　2013.１.15（H25）

模
な
修
繕
（
50
万
円
未
満
）
に
つ

い
て
、
登
録
申
請
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

⃝
受
付
期
間
　
随
時
（
平
日
の
み
）

⃝
登
録
対
象
業
種
　
①
大
工
工
事

②
ガ
ラ
ス
・
サ
ッ
シ
工
事　
③
畳

工
事　
④
ふ
す
ま
・
障
子
・
建
具

関
係
工
事　
⑤
壁
紙
貼
付
工
事　

⑥
そ
の
他
の
小
規
模
な
工
事

⃝
資
格
　
市
内
に
主
た
る
事
業
所

ま
た
は
住
所
を
有
す
る
方
。
た
だ

し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
は
除
き
ま
す
。

①
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
に
よ

り
工
事
等
請
負
有
資
格
業
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

②
登
録
を
希
望
す
る
業
種
に
関
し

て
必
要
な
資
格
も
し
く
は
免
許
ま

た
は
実
績
の
な
い
方

③
登
録
を
希
望
す
る
業
種
を
履
行

し
な
い
お
そ
れ
の
あ
る
方
（
破
産

者
で
復
権
を
得
て
い
な
い
方
な
ど
）

④
市
税
を
滞
納
し
て
い
る
方

⃝
申
込
方
法
　
申
請
書
（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
）
に
次
の
書
類
を
添
付
し

　
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
団

体
「
ツ
ー
リ
ズ
ム
ガ
イ
ド
白
河
」

に
よ
る
白
河
の
歴
史″
学
び
の
会
＂

を
開
催
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

⃝
日
時　
２
月
22
日
㈮
／
午
前
10

時
～
正
午

⃝
会
場　
市
産
業
プ
ラ
ザ
人
材
育

成
セ
ン
タ
ー
（
中
田
）

⃝
内
容　
戊
辰
戦
争
と
山
本
八
重

（
新
島
八
重
）
に
つ
い
て

⃝
参
加
料　
無
料

⃝
定
員　
30
人
（
先
着
順
）

⃝
申
込
期
限　
２
月
15
日
㈮
ま
で

⃝
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

㈶
白
河
観
光
物
産
協
会
☎
㉒
１
１

４
７

　
認
知
症
に
つ
い
て
、
正
し
い
知

識
を
学
び
、
地
域
の
中
で
、
認
知

症
の
方
や
そ
の
家
族
を
温
か
く
見

守
る
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
を

養
成
す
る
講
座
で
す
。
家
族
に
認

知
症
の
方
が
い
る
方
も
ぜ
ひ
受
講

し
て
く
だ
さ
い
。

⃝
日
時　
２
月
19
日
㈫
／
午
後
１

時
30
分
か
ら

⃝
会
場　
市
立
図
書
館
地
域
交
流

会
議
室
（
道
場
小
路
）

⃝
定
員　
１
０
０
人
（
先
着
順
）

⃝
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

本
庁
舎
高
齢
福
祉
課　
内
２
７
２

５
　
「
健
康
チ
ェ
ッ
ク
＆
浜
っ
こ
サ

ロ
ン
」
で
は
、
お
気
軽
に
お
話
し

が
で
き
る
場
所
を
提
供
す
る
と
と

も
に
、
避
難
先
で
の
仕
事
探
し
に

不
安
を
感
じ
て
い
る
方
に
、
仕
事

に
関
す
る
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

⃝
日
時　
２
月
13
日
㈬
／
午
前
10

時
～
正
午

⃝
会
場　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
河
地

下
１
階
会
議
室
（
郭
内
）

⃝
対
象　
浜
通
り
か
ら
県
南
地
域

に
避
難
さ
れ
て
い
る
方
お
よ
び
県

南
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
河
☎
㉔
１
２

５
６

　
小
規
模
事
業
者
の
受
注
機
会
を

拡
大
し
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を

図
る
た
め
、
市
が
発
注
す
る
小
規

3

て
く
だ
さ
い
。

①
市
税
の
納
税
証
明
書

②
登
録
希
望
業
種
の
履
行
に
必
要

な
資
格
、
免
許
等
の
写
し

⃝
有
効
期
間
　
申
請
後
の
翌
月
ま

た
は
翌
々
月
の
１
日
か
ら
平
成
26

年
３
月
31
日
ま
で　

⃝
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
　

本
庁
舎
工
事
契
約
検
査
課　
内
２

２
５
２
／
各
庁
舎
総
務
課　
表
郷

☎
㉜
２
１
１
１　
大
信
☎
㊻
２
１

１
１　
東
☎
㉞
２
１
１
１

　次の３つの案について、市民の皆さんからのご意見を募集
します。
①自治基本条例中間整理案
⃝内容
　自治基本条例の策定に向けた中間整理案
⃝公表・意見の募集期限
　２月８日㈮まで
⃝閲覧場所
　本庁舎企画政策課、各庁舎総務課
⃝意見の提出・問い合わせ先
　本庁舎企画政策課　内2324／FAX㉗2577／Ｅメール
kikaku@city.shirakawa.fukushima.jp

②歴史まちづくり計画一部変更（案）
⃝内容
　歴史まちづくり計画の内容変更
③景観計画一部変更（案）
⃝内容
　景観計画の内容変更
《②、③共通》
⃝公表・意見の募集期間
　２月１日㈮～15日㈮
⃝閲覧場所
　本庁舎まちづくり推進課、各庁舎事業課
⃝意見の提出・問い合わせ先
　本庁舎まちづくり推進課　内2747／FAX㉔1844／Ｅメール
machi@city.shirakawa.fukushima.jp

《①～③共通》
▶閲覧は、平日の午前８時30分から午後５時15分までできま
す。なお、市ホームページからも見ることができます。

▶意見書の用紙は閲覧場所にあります（市ホームページから
もダウンロードできます）。任意様式の場合は、案名、意見
の内容、住所、氏名、電話番号を明記してください。

▶提出は、郵送、FAX、電子メール、持参のいずれかの方法でお
願いします。

<パブリックコメント（意見公募）>

白
河
の
歴
史
“
学
び
の
会
”

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座

健
康
チ
ェ
ッ
ク
＆
浜
っ
こ
サ
ロ
ン

市
小
規
模
修
繕
等
契

約
希
望
者
登
録
申
請


